
介護離職問題について 
～ケアマネジャー現場の視点から～ 

株式会社 ウェルネス香川 
 
  代表取締役 
  主任介護支援専門員 壷内 令子 
 
 



本日の内容 

 
１．介護保険制度の現状と課題 
 

２．ケアマネジャーの現状と具体的な取り組み 
 

３．今後の取り組み方について考える 
 

４．まとめ 
 
 
 

 



１．介護保険制度の現状と課題 

  居宅介護支援の基本方針  
 
自立支援・・残存能力を最大限に引き出し、それぞれの利用者 
        が尊厳を保持し、「自立」を支援すること。 
 
利用者本位・・利用者の選択により、多様な主体から保険医療 
       福祉サービスを総合的に受けられる。  
 
公正中立・・ 常に利用者の立場に立って、サービスの種類や 
       事業者が不当に偏ることがないようにする。 
          

介護保険の基本理念は利用者のための制度 
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ケアマネジャー業務とは 
 
 
・介護保険（要介護高齢者） 
 総合事業（要支援高齢者を

含む６５歳以上の高齢者） 
 のケアマネジメント  
 ⇒受け持ち３５件～３９件 
   
・介護、医療、福祉全般の 
 相談業務  
 ⇒入・退院時の連携 
 
・地域包括ケアシステム構築

のための資源開発 
 ⇒社会資源探求 
 
 

ＷＡＭＮＥＴより 
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①居宅介護支援（ケアマネジメント） 
 
・書類作成が多く、頻繁なサービス変更や追加に時間を要す 
  ⇒すぐには利用できない 
 
・アセスメントやサービス担当者会議には、家族の参加が原則 
  ⇒介護報酬減算や指導対象にされる 
 
・家族支援重点プランの作成は基本理念との整合性が必要 
  ⇒指導対象になりやすい 
 

制度上での問題点として 
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②訪問介護（ヘルパーサービス） 
 
・同居家族がいる場合の生活支援は原則利用できない 
 

・訪問介護2時間ルール 
 

・要介護度によって、生活支援の回数基準導入 
（30年10月～） 

 
      
 
       
       

 
ケアマネドットコムより 
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③地域資源 
 

・定期巡回訪問介護看護、看護小規模多機能、お泊りデイ
ショートステイなどのサービス資源不足 

 

  ⇒サービス内容が柔軟に対応しているとは限らない 
 

・介護職・看護職などの人材不足 
 

・サービスの質の低下 
 

・地域格差の増大 
 
特養の要介護３以上の入所要件 
サ高住・住宅有料・特定施設などの高額な料金設定 
医療ニーズの高い利用者の受け入れ施設が少ない 
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ケアマネジャーが不足していると感じる在宅系サービス 

(%) 

30年6月総務省の意識等調査結果より 
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グラフ1

		短期入所生活介護

		小規模多機能型居宅介護

		通所介護

		訪問介護

		訪問看護

		通所リハビリテーション

		定期巡回・随時対応型訪問介護看護

		夜間対応型訪問介護

		その他



列1

37.5

15.3

2.5
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Sheet1

				列1

		短期入所生活介護 タンキニュウショセイカツカイゴ		37.5

		小規模多機能型居宅介護 ショウキボタキノウカタキョタクカイゴ		15.3

		通所介護 ツウショカイゴ		2.5

		訪問介護 ホウモンカイゴ		21.0

		訪問看護 ホウモンカンゴ		15.9

		通所リハビリテーション ツウショ		11.7

		定期巡回・随時対応型訪問介護看護 テイキジュンカイズイジタイオウカタホウモンカイゴカンゴ		39.8

		夜間対応型訪問介護 ヤカンタイオウカタホウモンカイゴ		46.0

		その他 タ		6.8







ケアマネジャーが不足していると感じる介護保険サービスの機能等 

(%) 

30年6月総務省の意識等調査結果より 
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グラフ1

		

		施設の種類に関わりなく

		家族介護者が急な用件で介護ができなくなった時

		特定の医療行為を提供



家族介護者が急な用件で介護ができなくなった時などに、一時的に介護を引き受ける（又はサービスを延長する）在宅・施設サービス

特定の医療行為を提供している在宅・施設サービス

施設の種類に関わりなく長期的な入居が可能な施設

列1

45.8

77.7

57.3



Sheet1

				列1

		施設の種類に関わりなく シセツシュルイカカ		45.8

		家族介護者が急な用件で介護ができなくなった時 カゾクカイゴシャキュウヨウケンカイゴトキ		77.7

		特定の医療行為を提供 トクテイイリョウコウイテイキョウ		57.3







    スキルの低下？！   
  経験値によって格差あり   
  
      

       
 
 

２．ケアマネジャーの現状と具体的な取り組み 
 
 

 意欲（やる気）の低下？！ 
報酬が低い 

  ケアマネには処遇改善加算がない 

 
 

     サービスの囲い込み強制？！ 
  居宅介護支援は赤字部門（収支差率は28年△1.4％） 
    サービス事業優先の経営方針 
 

 
 疲労困憊 バーンアウト寸前？！ 

     何でも屋のような扱い 御用聞き 
     困難事例、利用者や家族のモンスター化 
     書類やケアマネジメントプロセスの煩雑化 
     保険者による指導監査の強化 
     研修疲れ 
 
 
       

 

ケアマネジャーが悪いの？？ 
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ケアマネジャーとしての取り組み 

①28年度から法定研修体系の見直し 
  「介護支援専門員研修ガイドライン」制定 ２８年１１月 
 

   実務研修（ケアマネ取得時）  
   専門研修課程Ⅰ（１～３年程度）  
   専門研修課程Ⅱ（免許更新研修）  
   主任研修（５年以上） 主任更新研修 
 

  講義・演習の中に  
    家族への支援の視点が必要な事例 を取り入れる 
しかし 
 ⇒介護離職についての講義は一部分のみ  
 ⇒研修内容は各都道府県の指導者が作成し全国統一ではない 
 ⇒実務研修（ケアマネ取得時）での講義はない 
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 ３０年度法改正から、特定事業所加算要件に、 

“他法人との共同研修会の開催”が必修となる 

 

      特定事業所加算算定事業所の人員要件として 

       ・・主任ケアマネ１名～２名以上在籍 

       ・・３名以上のケアマネが在籍 

 
②居宅介護支援事業所での共同研修会の開催 

 

共同研修会で期待できる効果 

Ⅰ スーパービジョンの構築 

Ⅱ 人材育成 

Ⅲ ケアマネの資質向上 
 

        

 

 

スキルの高い主任ケアマネな
どが、他法人の一人ケアマネ
や新人ケアマネなどに指導・
助言を行う場ができる 
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③日本介護支援専門員協会の協力による研修開催 
 ～参加しての感想～ 

・社労士と行政の参加が多く 
 ケアマネの参加は少ない 
 
・企業側と支援する側で 
 制度の解釈や考え方 
 認識のずれが大きいこと 
 を再確認 
 
・互いに立場を優先するため 
 歩み寄りの難しさを痛感 
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３．今後の取り組み方について考える 

ケアマネジャーに求めること 
 
・家族の支援や介護離職問題についての意識付けの強化 
・協議会各種団体や県研修等での啓蒙 
・個々のケアマネのスキルアップ 
  家族アセスメントができること 予後予測を行う  
  制度をわかりやすく説明できる能力を持つ 
  多様な事例において偏りのない最適なケアプランを 
  作成し提案できること 
・公正中立の精神を忘れない 
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家族・利用者に求めること 
 

・ケアマネとの良好な関係づくり・係わり方を知る 
・利用者と家族が、常日頃からのコミュニケーションを 
 取り合う 
  どうしたいのか（意思表示できる） 
  ＡＣＰ(もしものための話し合い)  
  在宅なのか施設なのか  
  必要な費用はだれがどこまで支援できるのか 
・世間の風潮、メディア（タレント等）の自宅介護美徳意識

に惑わされすぎない  
・抱え込まない努力 家族が介護することが親孝行であると

いう呪縛からの開放 
・情報収集能力を高める努力 
  会社の制度には何を利用できるのか 
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４．まとめ 

・高齢者本人 
・介護者（家族）  
・支援者（ケアマネ等の福祉・医療スタッフ） 
・企業 
・地域住民(地域包括ケア) 
・国や行政（仕組みや制度をつくる者） 
 

 係わるものすべての者が問題意識を持ち 
 介護離職防止のための努力を行うことが重要で
ある。 
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